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(57)【要約】
【課題】衣服の衣服陳列用具兼洗濯物干し用ハンガーに
関する。
【解決手段】方形状シート本体（１）の中央部より一側
辺に偏った位置に透孔（５）を穿ち、また、該方形状シ
ート本体の一側辺より前記透孔に達するスリット（８）
を入れて、該スリットの左右に重合片(９)(10)を形成し
、該左右重合片を適宜の幅重ね合わせ、結着部材（12a
）で接合し、該方形状シート本体を前記透孔を境目とす
る胸部（３）と背部（４）とを有する胸像本体（２）に
形成し、該胸像本体（２）の透孔（５）に吊下げ部材（
13）又は（14）を挿通して成る衣服陳列用具兼洗濯物干
し用ハンガーとするにことにより、陳列商品を立体的に
見せることができ、物干しとして用いた場合も洗濯物の
乾きが早い。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
方形状シート本体の中央部より一側辺に偏った位置に透孔を穿ち、また、該方形状シート
本体の一側辺より前記透孔に達するスリットを入れて、該スリットを境目とする左右重合
片を形成し、該左右重合片を適宜の幅重ね合わせるとともに、該重合部を面ファスナーあ
るはスナップボタンなどの結着部材で着脱自在に接合して前記方形状シート本体を胸部と
背部とを有する胸像本体に形成し、該胸像本体の前記透孔に吊下げ部材を着脱自在に挿通
支持させたことを特徴とする衣服陳列物干し用ハンガー。　
【請求項２】
前記吊下げ部材が腕部が棒状の衣服用ハンガーであることを特徴とする請求項１記載の衣
服陳列兼物干し用ハンガー。
【請求項３】
前記吊下げ部材が天面にフック杆を有する円錐台状の円筒体であることを特徴とする請求
項１記載の衣服陳列兼物干し用ハンガー。
【請求項４】
方形状シート本体の外周縁に折り曲げ自在の小径の線材または薄い金属板をなどの補形部
材を配設した方形状シート本体であることを特徴とする請求項1記載の衣服陳列兼物干し
用ハンガー。
【請求項５】
方形状シート本体がメッシュ状布地または成樹脂製のネット状シートであることを特徴と
する請求項１記載の衣服陳列兼物干し用ハンガー。
【請求項６】
前記円錐台状の円筒体からなる吊下げ部材の背面が、平坦面に形成されていることを特徴
とする請求項３記載の衣服陳列兼物干し用ハンガー。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ブティックなど洋品店における衣服の販売促進のために、衣服を店頭陳列
するのに用いる衣服陳列用ボディトルソーに代わる衣服陳列用具として、また衣服用ハン
ガーあるいは洗濯物干し用ハンガーとしても使用できる衣服陳列兼物干し用ハンガーに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デパートや洋品店などにおいて、婦人服やＴシャツその他の衣料品を販売するに
ついて、立体的な人体形状のマネキンに衣類を着せて陳列を行うか、腕や顔がない上半身
だけのボディトルソーに衣類を着せて陳列をおこなっている。
　これらのディスプレー用具は、プラスチックや石こうなどで作られているため、使用後
の廃棄処理に問題があるために廃棄処理を容易にしたマネキン、また紙製洋服ハンガー等
が提案されている。
【特許文献１】実用新案登録第３０５３０７３号公報
【特許文献２】実用新案登録第２５１４８８９号公報
【特許文献３】実用新案登録第３１２１２５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述の販売促進のための衣服を着せて陳列するための全身像のマネキンあるいは、身体
の一部を表したボディトルソーでの陳列は、広いスペースが必要であり、デパートなどの
売場面積の広い一部の店舗では有効であるが、規模の小さい洋品店では陳列することが難
しい問題がある。



(3) JP 2008-161269 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

【０００４】
　また、マネキンやボディトルソーを使用しない時は、それらの保管場所が必要となる問
題がある。また、多数の商品を展示するのに洋服用ハンガーに衣服を掛けてマネキンの代
わりとしているが、洋服用ハンガーでは展示する衣服に膨らみが出ないため、マネキンや
ボディトルソーのような衣服のシルエットを綺麗に出すことができず、見栄えが悪い問題
がある。
【０００５】
　上記の課題を解決するために出願人は、先に実用新案登録第３１２１２５０号公報（特
許文献３）に示すとおり、洋服用ハンガーを用いての陳列であっても、衣服の形状を綺麗
に見せることができ、不使用時でも邪魔にならない紙製の衣服陳列用ボディトルソーを提
案した。
【０００６】
　すなわち、段ボール、板紙、合成紙などの横長矩形状のシート、該シートの隅部を面取
りして直線と曲線から成るシート本体を形成し、該シート本体の中央部より上方（長辺側
）に偏って洋服用ハンガーの首部挿通用の透孔を設け、該透孔を挟んで長手方向（短辺側
）に洋服用ハンガーの肩部支持用のコ字状長孔を設け、またコ字状長孔の側縁部を長辺方
向に折り込み可能に山折り線を形成するとともに、前記コ字状長孔の中心線部付近よりシ
ート本体を二つ折りして、シート本体を前身頃部と後身頃部とに形成した紙製の衣服陳列
用ボディトルソーを提案した。
【０００７】
　そして、上記のような構成により、ハンガー肩部支持片により前身頃と後身頃は外方向
に押圧されスカートを開いた状態に広がるので、その状態で衣服を被せると衣服に膨らみ
が生じ、従来のボディトルソーと同様に立体的に見せることができるので、単に洋服用ハ
ンガーに掛けたものに比べ宣伝効果を上げることができる。
　しかしながら、この衣服陳列用ボディトルソは組み立てるのに手間が掛かる問題がある
。
　また、上記の衣服陳列用ボディトルソは、商品の陳列以外の用途には使用できない問題
がある。
　この発明は商品の陳列用具以外に洋服用ハンガーとして、又洗濯物干し用ハンガーとし
ても使用することができるハンガーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は上記の課題を解決するために、方形状シート本体の中央部より一側辺に偏っ
た位置に透孔を穿ち、また、該方形状シート本体の一側辺より前記透孔に達するスリット
を入れて、該スリットを境目とする左右重合片を形成し、該左右重合片を適宜の幅重ね合
わせるとともに、該重合部を面ファスナーあるいはスナップボタンなどの結着部材で着脱
自在に接合して前記方形状シート本体を胸部と背部とを有する胸像本体に形成し、該胸像
本体の前記透孔に肩掛け部が棒状の洋服用ハンガーあるいは天面にフック杆を有する円錐
台状の円筒体からなる吊下げ部材を着脱自在に支持させた衣服陳列兼物干し用ハンガーに
形成したことである
【０００９】
　また、方形状シート本体の外周縁に折り曲げ自在の小径の線材または薄い細帯状の金属
板などの補形部材を配設した方形状シート本体とし、該方形状シート本体は、全面に通気
性に優れたメッシュ素材の布地又は網目を有する合成樹脂製のシートで衣服陳列兼物干し
用ハンガーに形成したことである。
【００１０】
また、胸像本体の透孔に装着する円錐台状の円筒体からなる吊下げ部材の背面を、平坦面
に形成した衣服陳列兼物干し用ハンガーに形成したことである。
【発明の効果】
【００１１】
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　上記の様に構成した胸像本体の透孔（首部）に、フック杆と肩掛け部が棒状に形成され
た既製品の洋服用ハンガーのフック杆を胸像本体の透孔に、挿通し吊り下げるか、該透孔
に天面にフック杆を有する円錐台状の円筒体を挿入するだけで衣服陳列兼物干し用ハンガ
ーに形成できる。
【００１２】
　この衣服陳列用具に衣服を被せると、胸像本体の胸部の形状により衣服に膨らみが生じ
、従来のボディトルソーと同様に陳列衣服を立体的に見せることができるので、単に洋服
用ハンガーに掛けた従来の陳列方法と比べ宣伝効果を上げることができる。
【００１３】
　また、方形状シートに形成した左右の重合片の重ね合わせ方により、胸部本体の胸部の
傾斜面を変化させることができる。
【００１４】
　円錐台状の円筒体から成る吊下げ部材の背面の周壁面を平坦面としたので、店先の壁面
などに吊り下げたときに背部の膨らみが小さいので壁面との接触が良く、展示品が安定す
る。
【００１５】
　また、市販されている肩掛け部が棒状に形成されているハンガーに衣服を吊るした場合
、型崩れを起こすおそれがあるが、衣服を胸部及び背部から成る胸像本体で保持している
ので、衣服を傷めることがない。
　さらに、方形状シート本体の外周縁に配設した線材あるいは金属板から成る補形部材に
より、胸像本体の形状を掛けようとする衣服に合わせた形状に補正することができるので
、型崩れを起こすことがない。
【００１６】
　さらに、胸像本体を通気孔を有するシートあるいは、ネット状の方形状シート本体で構
成した場合に、湿気を含んだ衣服を掛けても、通気性が良く湿気をとることができるので
、洗濯物干しハンガーとして好適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　この発明を実施する最良の形態を図面に基づいて説明しる。
【実施例】
【００１８】
　図１は、この発明の衣服陳列兼物干し用ハンガーの一実施例の斜視図、図２は方形状シ
ート本体の展開図、図３は組立てた状態を示す背面図、図４及び図５は使用状態を示す図
である。
　また、図６～図10は他の実施例で、図６はネット状の方形状シート本体を用いて形成し
た胸像本体の斜視図、図７は同吊下部材として肩掛け部が棒状のハンガーを用いた胸像本
体の正面図、図８同背面図であり、図９は吊下げ部材として円錐台状円筒体を用いた状態
の正面図、図10は使用状態を示す図である。
【００１９】
　図１において、１はこの発明の衣服陳列兼物干し用ハンガーであり、２は胸像本体、３
は胸部、４は背部、５は透孔（首部）、13の吊下げ部材の肩掛け部が棒状腕杆20aの通常
の衣服用ハンガーである。
　胸像本体２を構成する方形状シート本体Ｓは、図２の展開図に示すとおり、胸像本体２
を構成する合成樹脂シートなどで横長方形状シート本体Sに形成し、該横長方形状シート
本体Ｓの各角部を面取り６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄし、また、方形状シート本体Ｓの適宜位
置に折り曲げ易い小径の線材、あるいは薄い細幅の金属板材などの補形用部材19を配設し
て成る。
【００２０】
　このように形成した方形状シート本体Ｓの中央部より一長辺７側に偏った位置に、吊下
げ部材13である衣服用ハンガーの首部20bを挿通支持する透孔５を設け、該透孔５を境と



(5) JP 2008-161269 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

して、方形状シート本体Ｓを幅広の胸部３と幅の狭い背部４に形成する。
　また、一長辺７側の端縁より透孔５に達するスリット８を入れ、該スリット８を境とし
て左右重合片９、10を形成する。
【００２１】
　上記の様に形成した方形状シート本体Ｓを、折り曲げ位置Ｌ－Ｌより折り曲げし、図３
に示すように左右重合片９，１0を接合して胸部３とそれに連なる背部４とから成る胸像
本体２を作るのであるが、重ね合わせた重合片９,10の結着部材11は、実施例ではステー
プルー針で繋止して成るが、これに限定されるものではなく、図８に示すように面ファス
ナー12あるいはスナップボタンなどの結着部材11を用いても良い。
【００２２】
　なお、重合片９と10との重合により形成される胸像本体２の形状は、重合部（Ａ・Ｂ・
Ｃ・Ｄ）の重ね具合により、例えば浅くすれば肩幅を広く、深く重ねれば胸厚形状にする
ことができる。
【００２３】
　上記胸像本体２の透孔５に挿入支持される吊下げ部材13、14は、一般に市販されている
肩掛け部が棒状腕杆20aの衣服用ハンガーから成る吊下げ部材13でも良いが、図５及び図
９に示すように、硬質のプラスチックで形成した天面にフック杆15を取り付けた円錐台状
筒体16の吊下げ部材14を用いても良い。
　なお、上記円錐台状筒体16からなる吊下げ部材14は、図示されていないが一側壁を平坦
面に形成して成る。
　この様に、円錐台状円筒体16の背面を平坦面に形成することにより展示する部屋の壁面
などに吊下げた際に、衣服陳列品を安定させることができる。　
　また、図５及び図９に示す様に円錐台状筒体16が首部の役目をするので、商品の見栄え
を良くすることができる。
【００２４】
　図６～図10は他の実施例で、図２に示す方形状シートを網目状に編んだ布地、あるいは
防虫網の如きネット部材シートとし。それを用いて図６～図９に示すとおりの胸像本体２
を形成し、この様に形成した胸像本体２の透孔５に、図６～７に示す様に肩掛け部が棒状
腕杆20aの衣服ハンガーから成る吊下げ部材13を挿通するか、図９の様に円錐台状円筒体1
6に形成した吊下げ部材14を相通しても良い。
　なお吊下げ部材14のフック杆15の杆本体を、円錐台状円筒体16内を貫通させ突き出た下
端部17に連結環18を設けることにより、複数の被服を吊り下げることができる。ぃ
【００２５】
　この様に構成した方形状シート本体Ｓを組み立て形成した衣服陳列兼物干し用ハンガー
に展示しようとする衣服21を被せると、胸部３に膨らみのある胸像本体２が形成されてい
るので、従来の洋服用ハンガーを用いても陳列衣服２１に膨らみが生じ、従来のボディト
ルソーを用いたのと同様のシルエットを美しく見せる効果が得られる。
【００２６】
　また、図６～９に示す陳列用具に図10に示すように洗濯物を被せて干し物用ハンガーと
して用いた場合に、従来の洗濯物の干し方は、布地同士がくっつき易く、そのために乾き
にくいのを、この発明の衣服陳列兼物干し用ハンガーを用いた場合、胸像本体がネット部
材で、また胸部の膨らみにより通気性が良く乾きが早い。
　また、ワイシャツ22などを干した場合に型崩れがないので、アイロン掛けなどが楽であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】この発明の衣服陳列兼物干し用ハンガーの一実施例の斜視図である。
【図２】方形シート本体の展開図である。
【図３】方形シート本体を組立てた状態を示す背面図である。
【図４】使用状態を示す図である。
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【図５】使用状態を示す図である。
【図６】この発明の衣服陳列用具をネット状シートを用いて形成した胸像本体の斜視図で
ある。
【図７】同上の正面図である。
【図８】同上の背面図である。
【図９】吊下げ部材として円錐台状円筒体を用いた状態の正面図である。
【図１０】使用状態を示す図である。
【符号の説明】
【００２８】
　　　　　１　 衣服陳列兼物干し用ハンガー
　　　　　２　 胸像本体
　　　　　３　 胸部
　　　　　４　 背部
　　　　　５　 透孔（首部）
　６ａ～６ｄ　 面取部　
　　　　　７　 一長辺側
　　　　　８　 スリット
　　　　　９　 重合部
　　　　１０　 重合部
　　　　１１　 結着部材　
　　　　１２　 面ファスナー
　　　　１３　 吊下げ部材
　　　　１４　 吊下げ部材
　　　　１５　 フック杆　
　　　　１６　 円錐台状円筒体
　　　　１７　 下端部
　　　　１８　 連結環
　　　　１９　補形用部材　　
　　　２０ａ　棒状腕杆
　　　２０ｂ　首部
　　　　２１　陳列衣服
　　　　２２　ワイシャツ
　　　　　Ｓ　方形状シート
　　　　　Ｎ　ネット状シート
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